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改 正 後 改 正 前

漁業災害補償法（昭和 年法律第 号）第 条第

項第 号 規定 基 、漁獲共済 係 区域及 区

分 次 定 、漁業災害補償法施行令（昭

和 年政令第 号）第 条第 項 準用 同

令第 条第 項 規定 告示 。

昭和 年 月鳥取県告示第 号（漁業災害補償法

漁獲共済 係 区域及 区分 設定 ） 、

廃止 。

告示 、平成 年 月 日以後 責任期間 始

共済契約 適用 、同日前 責任期間 始

共済契約 、 従前 例 。

平成 年 月 日

漁業災害補償法（昭和 年法律第 号）第 条第

項第 号 及 第 号 規定 基 、漁獲共済 係

区域及 区分 次 定 、漁業災害補償

法施行令（昭和 年政令第 号）第 条第 項

準用 同令第 条第 項 規定 告示 。

昭和 年 月鳥取県告示第 号（漁業災害補償法

漁獲共済 係 区域及 区分 設定 ） 、

廃止 。

告示 、平成 年 月 日以後 責任期間 始

共済契約 適用 、同日前 責任期間 始

共済契約 、 従前 例 。

平成 年 月 日
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◇ 漁業災害補償法 漁獲共済 係 区域及 区分 設定 一部改正（ ）（水産課）……

平成 年鳥取県告示第 号（漁業災害補償法 漁獲共済 係 区域及 区分 設定 。以下「告

示」 。） 一部 次 改正 。

改正後 規定 、平成 年 月 日以後 責任期間 始 共済契約 適用 、同日前 責任期間 始

共済契約 、 従前 例 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 当該改正表 対応 次 表

改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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鳥取県知事 西尾邑次

加入区
名称

区 域 区 分

略
田後加
入区

田後漁業協同
組合 区域

沖合底 網漁業（底
網 使用 行 漁業

使用 漁船 合計
総 数 以上
未満 。

以下同 。）
中型 釣 漁業（釣

捕
目的 漁業 使
用 漁船 合計総 数

以上 未満
。以下同

。）及 小型 釣 漁
業（釣 捕

目的 漁業
使用 漁船 合計

総 数 以上
未満 。

以下同 。）
漁業災害補償法第 条

第 号 掲 漁業
及 掲 漁業以外
漁業

網代加
入区

網代港漁業協
同組合 区域

沖合底 網漁業
小型 釣 漁業及 小

型定置漁業（内水面以外
水面 網漁具 定置

営 漁業 。）
漁業災害補償法第 条

第 号 掲 漁業
及 掲 漁業以外
漁業

略
鳥取中
央賀露
加入区

鳥取中央漁業
協同組合
旧賀露漁業

協同組合 区
域

沖合底 網漁業
漁業災害補償法第 条

第 号 掲 漁業
掲 漁業以外 漁業

略
境港加
入区

境港市漁業協
同組合 区域

中型 釣 漁業
中型 釣 漁業及
他釣 漁業（釣

以外 捕
目的 漁業

使用 漁船 合計総
数 以上

未満 。）
併 行 漁業
境港市漁業協同組合 所

属 者 行 小型 釣
漁業及 機船船 網漁

業（船 網 使用 行
漁業 使用 漁

船 合計総 数

鳥取県知事 西尾邑次

漁業災害補償法第 条第 号 掲 漁業

加入区
名称

区 域 区 分

略
田後加
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田後漁業協同
組合 区域

〃

網代加
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網代港漁業協
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〃

略
鳥取中
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加入区

鳥取中央漁業
協同組合 区
域 旧賀
露漁業協同組
合 区域

〃

略
境港加
入区

境港市漁業協
同組合 区域

〃
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以上 未満
。）

境港沖合 釣漁業協同
組合 所属 者 行 小
型 釣 漁業

網漁業（ 網 使
用 捕

目的 漁業
使用 漁船 合計

総 数 以上
未満 。）
漁業災害補償法第 条

第 号 掲 漁業
掲 漁業

以外 漁業 境港市
漁業協同組合 所属 者
行 漁業
漁業災害補償法第 条

第 号 掲 漁業
掲 漁業

以外 漁業

漁業災害補償法第 条第 号 掲 漁業

加入区
名称

区 域 区 分

東加入
区

東漁業協同組
合及 浦富漁
業協同組合
区域

東漁業協同組合 所属
者 行 小型定置漁業

（内水面以外 水面
網漁具 定置 営 漁

業 。以下同 。）
浦富漁業協同組合 所属
者 行 小型定置漁業

及 小型 漁業（
行 漁業

使用 漁船 合計総
数 以上 未

満 。以下
同 。）

田後加
入区

田後漁業協同
組合 区域

沖合底 網漁業（底
網 使用 行 漁業

使用 漁船 合計
総 数 以上
未満 。

以下同 。）
中型 漁業（

行 漁業
使用 漁船 合計総
数 以上百 未満

。以下同
。）及 小型 漁

業
網代加
入区

網代港漁業協
同組合 区域

沖合底 網漁業及
漁業（鳥取県海面

漁業調整規則（昭和 年
月鳥取県規則第 号）第
条第 号 漁業

。以下同 。）
中型 漁業及 小

型 漁業
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鳥取中
央賀露
加入区

鳥取中央漁業
協同組合 区
域 旧賀
露漁業協同組
合 区域

沖合底 網漁業
中型 漁業

鳥取中
央酒津
加入区

鳥取中央漁業
協同組合 区
域 旧酒
津漁業協同組
合 区域

漁業

鳥取中
央浜村
加入区

鳥取中央漁業
協同組合 区
域 旧浜
村漁業協同組
合 区域

〃

鳥取中
央夏泊
加入区

鳥取中央漁業
協同組合 区
域 旧夏
泊漁業協同組
合 区域

〃

泊加入
区

泊村漁業協同
組合 区域

〃

西部加
入区

赤碕町漁業協
同組合、中山
漁業協同組合
及 御来屋漁
業協同組合
区域

漁業、小型
漁業及 小型定置漁業

境港加
入区

境港市漁業協
同組合 区域

中型 漁業
中型 漁業

他 漁業（ 行
漁業 使用 漁

船 合計総 数
以上 未満

。） 合 漁
業
境港市漁業協同組合 所

属 者 行 小型
漁業及 機船船 網漁

業（船 網 使用 行
漁業 使用 漁

船 合計総 数
以上 未満

。）
他 者 行 小型
漁業
網漁業（ 網 使

用
目的 漁業

使用 漁船 合計
総 数 以上
未満 。）
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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